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みなと みた
一般社団法人 三田労働基準協会報

　当協会の講習会案内を、メールで受け取ることができます。ご活用いただ
きますようご案内いたします。配信をご希望の方は、下記メールアドレスに、
「配信を希望する」旨とともに、①「会社名」②「会社所在地」③「電話及びFAX
番号」④「今後も郵送による案内ご希望の有無」、をご記入の上、メールをお
送りください。

最新の講習会情報メール配信のご案内最新の講習会情報メール配信のご案内

mitakoshukai@mita-roukikyo.or.jp（講習会用）

労働行政ニュース ● 2～11
令和元年度年末年始無災害運動／三田労働基準監督署管内の労働災害の推移／毎年
11月は「過労死等防止啓発月間」です／平成30年度の東京労働局管内における送検
状況について／長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果
を公表／11月は「労働保険適用促進強化期間」です／11月は「しわ寄せ防止キャンペ
ーン月間」です 厚生労働省／東京労働局／三田労働基準監督署

ハローワークしながわインフォメーション ● 12～13
最近の雇用失業情勢／2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます

協会だより ● 14～15
令和元年度港地区健康と安全推進大会／2020年新年賀詞交歓会のご案内／講習会等
のご案内／新入会員のご紹介
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令和元年度年末年始無災害運動
令和最初の年末年始　安全健康　心に誓う

１　趣　　旨
　年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう、事業
場等の取組促進を図る趣旨で、昭和46年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本
年で49回目を迎える。
　わが国の労働災害は、産業・就業構造の第三次産業へのシフト、高年齢労働者の増加などを背景に、その発生状
況も変化してきた。平成30年は、死亡者数こそ前年を下回ったが、死傷者数は３年連続の増加となった。大きな要
因のひとつが、第三次産業における休業４日以上の災害が大幅に増えていることである。特に小売業、飲食店での「転
倒」、社会福祉施設での「動作の反動・無理な動作（腰痛等）」の増加が目立つ。転倒や腰痛は、高齢になるほど重
症化しやすく、忙しい時ほど発生しやすい傾向にある。労働者死傷病報告を基にした労働災害分析データでも、50
〜 59歳、60歳以上の被災が他の年齢層を大きく上回り、全体の50％を占めている。第三次産業だけでなく、あらゆ
る業種・業態に共通の課題として、日々の作業や安全衛生教育の中で注意を促し、災害を未然に防ぎたい。
　健康面では、働き方改革関連法の施行に伴う労働安全衛生法改正により、過重労働やメンタルヘルス不調など健
康リスクの高い状態にある労働者を見逃さないため「産業医・産業保健機能の強化」が図られた。また、労働施策
総合推進法の改正により、職場におけるハラスメント防止対策も強化されることとなる。従業員の健康障害やメン
タルヘルス不調を未然に防ぐとともに、気軽に相談ができる体制を整備するなど、一層の配慮が求められる。さらに、
毎年約1,000件の製造・輸入届出がある化学物質については、規制対象物質にとどまらず、危険有害性が不明な化学
物質を含めて、ばく露低減措置と教育の徹底が必要である。
　職場の安全と健康を確保するためには、経営者、労働者双方が改めて安全衛生意識を高め、経営トップの強い決
意のもとで、災害のない職場づくりに取り組むことが重要となる。しっかり計画を立て、一丸となって安全衛生活
動を推進したい。
　年末年始は慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検・始動等の作業が多くなるほか、積雪や凍結による転
倒等の危険が増す。各事業場においては、作業前点検の実施、作業手順や交通ルールの遵守、保護具の点検の実施、
労働者の健康状態の確認などに全員で取り組むことが一層重要となる。令和となって初めての年末を、皆で力を合
わせて無事に締めくくり、明るい新年を迎えられるよう、安全・健康への思いを新たにしたい。
　このような状況を踏まえ、本年度の年末年始無災害運動は、「令和最初の年末年始　安全健康　心に誓う」を標語
として展開することとする。
２　実施期間　令和元年12月１日から令和２年１月15日まで
３　主　唱　者　中央労働災害防止協会
４　後　　援　厚生労働省
５　実　施　者　各事業場
６　主唱者の実施事項　⑴　機関誌、ホームページ等を通じての広報　　⑵　報道機関等を通じての周知
　　　　　　　　　　　⑶　リーフレット等の制作および配布　　　　　⑷　小冊子、ポスター、のぼり等の頒布
７　事業場の実施事項

⑴　経営トップによる安全衛生方針の決意表明
⑵　リスクアセスメントおよび労働安全衛生マネジ
メントシステムの導入・定着
⑶　KY（危険予知）活動を活用した非定常作業に
おける労働災害防止対策の徹底
⑷　機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実
施
⑸　フルハーネス型墜落制止用器具を含めた安全保
護具・労働衛生保護具の点検と整備
⑹　転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害
防止や腰痛予防対策の徹底
⑺　火気の点検、確認など火気管理の徹底
⑻　交通労働災害防止対策の推進
⑼　安全衛生パトロールの実施
⑽　化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた

化学物質管理の徹底
⑾　年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底
⑿　年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
⒀　過重労働をしない・させない職場環境づくり
⒁　健康的な生活習慣（睡眠、飲酒、食生活等）に
関する健康指導の実施
⒂　インフルエンザ等の感染症予防対策の徹底
⒃　職場のハラスメント防止につながる取り組みの
推進
⒄　自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労
働災害防止対策の推進
⒅　安全衛生旗の掲揚および年末年始無災害運動用
ポスター、のぼり等の掲示
⒆　その他安全衛生意識高揚のための活動の実施
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三田労働基準監督署管内の労働災害の推移三田労働基準監督署管内の労働災害の推移
（労働者死傷病報告等による）
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　東京労働局は、東京労働局及び管下の労働基準監督署（支署）における平成30年度の司法処理状況を取
りまとめ、公表しました。

１　概　　要
　平成30年４月から平成31年３月までの１年間に、東
京労働局及び管下の労働基準監督署（支署）では、78
件（前年度に比べ21件増加）の司法事件を東京地方検
察庁に送検しました。
　主な送検事項は、危険防止措置に関する違反が24件、
賃金不払に関する違反が20件、労働時間・休日に関す
る違反が10件となっています。
　また、業種別でみると、建設業（25件）が最も多く、
次いで商業、接客娯楽業（いずれも９件）となってい
ます。

２　違反事項の内容
⑴　労働基準法・最低賃金法違反……46件
　�　労働基準法・最低賃金法違反により送検したのは

46件で、主な送検事項は、賃金不払に関する違反が
20件、労働時間・休日に関する違反が10件でした。
⑵　労働安全衛生法違反……32件
　�　労働安全衛生法違反により送検したのは32件で、
主な送検事項は、危険防止措置に関する違反が24件
（このうち、墜落・転落災害に関する違反が８件）、
労災かくしが６件でした。

３　今後の対応について
　東京労働局及び管下の労働基準監督署（支署）では、
同種の法違反を繰り返し、遵法状況に悪影響を及ぼす
ものや、法違反を原因として重大な労働災害を発生さ
せたもの等、重大・悪質な事案については、引き続き
積極的に送検手続をとることとしています。

表１　過去10年間における送検件数の推移
違反法令

総件数
主要違反事項 強制

捜査労働基
準法等

労働安全
衛生法

危険防
止措置

労災
かくし

賃金
不払

割増賃
金不払

労働時
間・休日

Ｈ21年度 29 26 55 18 6 15 4 2 10
Ｈ22年度 24 15 39 9 4 8 3 5 13
Ｈ23年度 25 29 54 20 6 12 3 1 9
Ｈ24年度 21 41 62 24 14 9 3 1 7
Ｈ25年度 34 24 58 15 5 9 4 5 12
Ｈ26年度 31 23 54 12 11 17 4 4 6
Ｈ27年度 41 22 63 14 4 7 6 19 11
Ｈ28年度 29 21 50 12 1 13 2 7 7
Ｈ29年度 27 30 57 21 9 11 4 7 4
Ｈ30年度 46 32 78 24 6 20 6 10 4

表２　送検事案の違反法条別の前年度との比較
平成30年度 平成29年度 増減 構成比（％）

労働基準法、最低賃金法等関係 46 27 19 59.0％
賃金・退職金不払（第23・24条、
最賃法第4条等関係） 20 11 9 25.6％

労働時間・休日（第32・35条） 10 7 3 12.8％
割増賃金不払（第37条） 6 4 2 7.7％
解雇の予告（第20条） 2 2 2.6％
その他 8 3 5 10.3％
労働安全衛生法関係 32 30 2 41.0％
危険防止措置（第20・21条等） 24 21 3 30.8％
作業主任者の選任等（第14条） ──
就業制限（第61条） 1 1 ──
労災かくし（第100条） 6 9 ▲3 7.7％
その他 1 1 ──
総処理件数 78 57 21 100.0％

表３　業種別の送検件数
製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融・広告業 保健衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業 その他 合計

労働基準法、最低賃金法等関係 4 9 3 1 9 20 46
賃金・退職金不払（第23・24条、
最賃法第４条等関係） 1 4 1 1 6 7 20

労働時間・休日（第32・35条） 2 2 1 1 4 10
割増賃金不払（第37条） 2 1 3 6
解雇の予告（第20条） 1 1 2
その他 1 1 6 8
労働安全衛生法関係 5 25 1 1 32
危険防止措置（第20・21条等） 5 17 1 1 24
作業主任者の選任等（第14条）
就業制限（第61条） 1 1
労災かくし（第100条） 6 6
その他 1 1
総処理件数 5 25 5 9 3 1 9 1 20 78
構成比（％） 6.4％ 32.1％ 6.4％ 11.5％ 3.8％ 1.3％ 11.5％ 1.3％ 25.6％ 100.0％

平成30年度の東京労働局管内における送検状況について
─賃金不払、危険防止措置に関する送検が増加─
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　厚生労働省は、平成30年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督
指導の結果※を取りまとめ、公表しました。
　この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると考えられる
事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。
　対象となった29,097事業場のうち、11,766事業場（40.4％）で違法な時間外労働を確認したため、是正・
改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に１か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が
認められた事業場は、7,857事業場（違法な時間外労働があったもののうち66.8％）でした。
　厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解
消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うことしています。

※改正労働基準法等の施行前の法令に基づく監督指導結果です。

【平成30年４月から平成31年３月までの監督指導結果のポイント】
⑴　監督指導の実施事業場：29,097事業場
　このうち、20,244事業場（全体の69.6％）で労働基準関係法令違反あり。
⑵　主な違反内容［⑴のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］
　①違法な時間外労働があったもの：11,766事業場（40.4％）
　　うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
　　　　　月80時間を超えるもの：7,857事業場（66.8％）
　　　　　うち、月100時間を超えるもの：5,210事業場（44.3％）
　　　　　うち、月150時間を超えるもの：1,158事業場（9.8％）
　　　　　うち、月200時間を超えるもの：219事業場（1.9％）
　②賃金不払残業があったもの：1,874事業場（6.4％）
　③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの：3,510事業場（12.1％）
⑶　主な健康障害防止に関する指導の状況［⑴のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］
　①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの：20,526事業場（70.5％）
　　うち、時間外・休日労働を月80時間※以内に削減するよう指導したもの：11,632事業場（56.7％）

※�脳・心臓疾患の発症前１か月間におおむね100時間または発症前２か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおお
むね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

　②労働時間の把握が不適正なため指導したもの：4,752事業場（16.3％）

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果
（平成30年４月から平成31年３月までに実施）

１　法違反の状況（是正勧告書を交付したもの）

○監督指導実施状況
　平成30年４月から平成31年３月までに、29,097事業場に対し監督指導を実施し、20,244事業場（69.6％）
で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反は、違法な時間外労働があったものが11,766事業場、賃
金不払残業があったものが1,874事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが3,510事業場で
あった。

長時間労働が疑われる事業場に対する
平成30年度の監督指導結果を公表
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［労働行政ニュース］

表１　監督指導実施事業場数

事　項

業　種

監督指導実施
事業場数

労働基準関係
法令違反があった
事業場数

主な違反事項別事業場数

労働時間
（注３）

賃金不払残業
（注４）

健康障害防止措置
（注５）

合計（注１，２） 29,097（100.0％） 20,244（69.6％） 11,766（40.4％） 1,874（6.4％） 3,510（12.1％）

主
な
業
種

製 造 業 � 6,150 � 4,567 � 2,895 � �323 � �692

建 設 業 � 3,131 � 1,897 � � �910 � �214 � �167

運 輸 交 通 業 � 4,566 � 3,797 � 2,695 � �254 � �528

商 業 � 4,647 � 3,097 � 1,715 � �366 � �594

接 客 娯 楽 業 � 2,643 � 1,923 � 1,125 � �245 � �648

その他の事業（注６） � 4,075 � 2,445 � 1,114 � �204 � �438

（注１）��主な業種を計上しているため、合計数とは一致しない。
（注２）��かっこ内は、監督指導実施事業場数に対する割合である。
（注３）��労働基準法第32条違反〔36協定なく時間外労働を行わせているもの、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせてい

るものなど違法な時間外労働があったもの。〕の件数を計上している。
（注４）��労働基準法第37条違反〔割増賃金〕のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない。〕。
（注５）��労働安全衛生法第18条違反〔衛生委員会を設置していないもの等。〕、労働安全衛生法第66条違反〔健康診断を行っていないもの。〕

及び労働安全衛生法第66条の８違反〔１月当たり100時間以上の時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接指導の
申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの。〕、労働安全衛生法第66条の10違反〔心理的な負担の程度を把握
するための検査を行っていないもの〕の件数を計上している。

（注６）��「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。

表２　事業場規模別の監督指導実施事業場数

合　　計 １〜９人 10〜 29人 30〜 49人 50〜 99人 100 〜 299人 300人以上

29,097 7,128（24.5％） 9,983（34.3％） 4,575（15.7％） 3,409（11.7％） 2,824（9.7％） 1,178（4.0％）

表３　企業規模別の監督指導実施事業場数

合　　計 １〜９人 10〜 29人 30〜 49人 50〜 99人 100 〜 299人 300人以上

29,097 2,468（8.5％） 4,324（14.9％） 2,701（9.3％） 3,331（11.4％） 5,358（18.4％） 10,915（37.5％）

２　主な健康障害防止に関する指導状況（指導票を交付したもの）

⑴　過重労働による健康障害防止のための指導状況
　監督指導を実施した事業場のうち、20,526事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対する医師によ
る面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。

表４　過重労働による健康障害防止のための指導状況

指導事業場数

指導事項（注１）

面接指導等の
実施

（注２）

長時間労働に
よる健康障害
防止対策に

関する調査審議
の実施（注３）

月45時間以内
への削減
（注４）

月80時間以内
への削減

面接指導等が
実施出来る

仕組みの整備等
（注５）

ストレスチェック
制度を含む

メンタルヘルス
対策に関する
調査審議の実施

20,526 1,787 3,405 8,735 11,632 683 1,129
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［労働行政ニュース］

（注１）��指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。なお、「月45時間以内への削減」と「月80時間以内への削減」は重複して
いない。

（注２）��１月100時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者又は２ないし６月の平均で80時間を超える時間外・休日労働を行っ
ている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなどを指導した事業場数を計上している。

（注３）��「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」又は「労働者の精神的健康の保持増
進を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査審
議を行うこと、②常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合には、労働安全衛生規則第23条の２に基づく関係労働者の意見
を聴くための機会等を利用して、関係労働者の意見を聴取することを指導した事業場数を計上している。

（注４）��時間外・休日労働時間を１か月当たり45時間以内とするよう削減に努め、そのための具体的方策を検討し、その結果、講ずるこ
ととした方策の着実な実施に努めることを指導した事業場数を計上している。

（注５）��医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組み等を予め定めることな
どを指導した事業場数を計上している。

⑵　労働時間の適正な把握に関する指導状況
　監督指導を実施した事業場のうち、4,752事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるため、厚生労
働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（労働時間適
正把握ガイドライン）に適合するよう指導した。
表５　労働時間の適正な把握に関する指導状況

指導事業場数

指導事項（注１）

始業・終業時刻
の確認・記録
（４⑴）（注２）

自己申告制による場合
管理者の責務
（４⑹）
（注２）

労使協議組織の
活用（４⑺）
（注２）

自己申告制の
説明（４⑶ア・イ）
（注２）

実態調査の実施
（４⑶ウ・エ）
（注２）

適正な申告の
阻害要因の排除
（４⑶オ）（注２）

4,752 2,688 296 2,154 244 52 11

（注１）指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。
（注２）各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、労働時間適正把握ガイドラインのどの項目に基づくものであるかを示している。

３　監督指導により把握した実態

⑴　時間外・休日労働時間が最長の者の実績
　監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった11,766事業場において、時間外・休日労働が最長の
者を確認したところ、7,857事業場で１か月80時間を、うち5,210事業場で１か月100時間を、うち1,158事
業場で１か月150時間を、うち219事業場で１か月200時間を超えていた。
表６　違法な時間外労働があった事業場における時間外・休日労働時間が最長の者の実績

違反事業場 80時間以下 80時間超 100時間超 150時間超 200時間超

11,766 3,909 7,857 5,210 1,158 219

⑵　労働時間の管理方法
　監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、2,445事業場で使用者が自
ら現認することにより確認し、9,636事業場でタイムカードを基礎に確認し、5,361事業場でICカード、IDカー
ドを基礎に確認し、10,165事業場で自己申告制により確認し、始業・終業時刻等を記録していた。
表７　監督実施事業場における労働時間の管理方法

原則的な方法（注１）
自己申告制
（注２，３）使用者が自ら現認

（注２）
タイムカードを基礎

（注２）
ICカード、IDカードを基礎

（注２）

2,445 9,636 5,361 10,165

（注１）労働時間適正把握ガイドラインに定める始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を指す。
（注２）監督対象事業場において、部署等によって異なる労働時間の管理方法を採用している場合、複数に計上している。
（注３）労働時間適正把握ガイドラインに基づき、自己申告制が導入されている事業場を含む。
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　「労働保険」とは、業務又は通勤に起

因して負傷等を被った労働者に対して補

償を行う労働者災害補償保険（労災保険）

と労働者が失業した際に生活の安定等を

図る雇用保険により構成される制度で、

労働者の福祉の向上を目的としておりま

す。

　労働保険は、政府が管掌する強制保険

であり、労働者（パート・アルバイト含む）

を一人でも雇用していれば、原則として

業種・規模の如何を問わず労働保険の適

用事業となり、事業主は加入手続を行い、

労働保険料を納付しなければなりませ

ん。

　労働保険制度は、昭和50年に全面適用

となってから既に40年以上を経過し、そ

の間に適用事業数は増加し、平成30年度

末現在、東京労働局管内で約44万事業に

達していますが、現在においても小規模

零細事業を中心に、なお相当数の未手続

事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者

の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められて

います。

　このため、厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を年間を通じた主要課題として位置付けた上で、

11月を「労働保険適用促進強化期間」とし、全国において集中的な適用促進活動を展開し、各種事

業主団体、個別事業主への訪問指導を強化し、事業主へ制度の概要を説明することにより、自主的

な手続を促しています。説明することによっても自主的に保険関係の加入手続を取らない事業主に

対しては、職権による成立手続を実施しております。

　また、労働保険制度の一層の理解、周知を目的とした広報活動を行うとともに、未手続事業が多

いと思われる業種別の一掃対策を強化する等、全国において集中的な適用促進活動を実施します。

〜一人でも雇ったら、労働保険
� （労災保険・雇用保険）の加入手続が必要です〜

11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
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○令和元年９月の雇用失業情勢のポイント（全国）
　☆�完全失業率（季節調整値）2.4％であり、前月より0.2ポイント上昇。※約26年ぶりの低い水準。
　☆�完全失業者数（季節調整値）は、前月より13万人増加し、167万人。（原数値は168万人で、前年同月
差６万人増加）

　☆�就業者数（季節調整値）は、前月より５万人減少し、6,730万人。
　☆�雇用者数（季節調整値）は、前月より26万人減少し、5,997万人。
　☆�主な産業別就業者を前年同月と比べると、「宿泊業、飲食サービス業」「医療、福祉」などが増加してい
る。

　☆�令和元年９月の有効求人倍率（季節調整値）は1.57倍であり、前月より0.02ポイント低下。
　☆�令和元年９月の新規求人倍率（季節調整値）は2.28倍であり、前月より0.17ポイント低下。
　　��　内閣府の月例経済報告（令和元年10月）「景気は、輸出を中心に弱さが長引いているものの、緩やか
に回復している。先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張、中国
経済の先行き、英国のEU離脱の行方等の海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響に加え、消費税
率引上げ後の消費者マインドの動向に留意する必要がある。また、令和元年台風第19号など相次ぐ自
然災害の経済に与える影響に十分留意する必要がある。（※景気の総括判断は変更。）

　　��　「雇用情勢の先行きについては、着実に改善していくことが期待される。」（※雇用情勢判断は維持。）

項　目
新規求人倍率 有効求人倍率

就職者数 求人充足数
全国 東京 品川 全国 東京 品川

28年度 2.08 3.24 16.16 1.39 2.04 8.70 10,916 14,880
29年度 2.29 3.34 15.27 1.54 2.09 8.36 10,441 14,015
30年度 2.42 3.43 14.20 1.62 2.13 7.87 9,760 12,973
元年９月 2.28 3.25 14.13 1.57 2.06 8.06 8,395 11,357

（注意）１．月別の求人倍率は全国、東京が季節調整値、品川所が原数値、各年度の求人倍率は原数値です。
　　　　２．就職者数、求人充足数は都内ハローワーク全体の原数値、各年度は平均値です。
　　　　３．就職者数、求人充足数及び求人倍率は、学卒を除き、パートタイムを含んだ数値です。
　　　　４．季節調整値はセンサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）により毎年１月分の公表に併せて「季節調整値替え」が行われます。

○都内ハローワーク窓口の求人・求職状況（令和元年９月、数字はすべて原数値）
　�　都内の求人・求職の動きを見ると、有効求人数は347,063人（前年同月比1.5％減）で、16か月連続で前
年同月を下回った。また、新規求人数は116,639人（前年同月比2.7％減）で、２か月連続で前年同月を下回っ
た。
　�　一方、有効求職者数は169,495人（前年同月比2.1％増）で、３か月連続で前年同月を上回った。また、
新規求職者数は34,161人（前年同月比7.2％増）で、２か月ぶりで前年同月を上回った。
　�　就職件数は8,395件で、前年同月より10.5％減となった。一般、パート別の状況をみると、一般は4,553
件（前年同月比14.4％減）、パートは3,842件（前年同月比5.3％減）となった。
　�　東京都産業労働局「東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）によれば、都内の倒産件数は
142件（前年同月比2.1％減）であり、業種別件数では、卸売業（31件）、サービス業（27件）、製造業（20
件）の順となった。
� ☆ハローワーク品川では、労働市場情報・求人・求職・賃金情報等の情報提供をしております。
� ハローワーク品川　産業雇用情報官（℡03-5419-8609　部門コード37#）
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［ハローワークしながわインフォメーション］
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令和元年度　港地区健康と安全推進大会
　令和元年10月31日（木）、午後１時00分から午後４時00分までの間、港区芝５−35−３ハローワーク品
川地下１階、４階、５階において、「令和元年度港地区健康と安全推進大会」が実施され、好天にも恵まれ
200名ほどの来場者がありました。
　第１会場では、三田労働基準監督署　古賀睦之署長の開会挨拶、港区役所副区長小柳津明様の来賓挨拶の
後に表彰式が行われ、安全衛生活動に実績を上げた方の東京労働局長表彰披露に続き、８名の方に三田労働
基準監督署長表彰が行われました。さらに、三田署管内の大規模建設現場災害防止協議会安全標語最優秀賞
が発表されました。
　休憩の後、SGコスモス株式会社による寸劇「ヒューマンエラーの防止」があり、次に株式会社竹中工務
店東京本店　柴田崇史様の事例発表「東京タワー外装更新工事における安全衛生活動」、最後に西新橋クリニッ
ク院長　大越裕文様の特別講演「戦略的健康管理のための外部医療機関の活用」が行われ、参加者がうなず
きながら熱心にメモを取る姿が見られました。
　第２会場では、（一社）労働保健協会の協力により骨密度測定、脳年令測定、体力測定を実施しました。ま
た、第３会場では、みなと保健所、港区医師会・港地域産業保健センターによる健康相談が行われました。
　多くの団体の皆様のご協力をもちまして、大会は成功裏に終わりました。

受賞者

●東京労働局長賞
　奨励賞　株式会社竹中工務店東京本店
　　　　　港区役所庁舎大規模改修工事

●三田労働基準監督署長賞
　一般事業場賞　コットレル工業株式会社
　一般事業場賞　東京ベッド株式会社
　有期事業場賞　戸田建設株式会社東京支店
　　　　　　　　（仮称）北里研究所白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築工事Ⅲ期

主催者代表古賀署長挨拶 小柳津港区副区長来賓挨拶

受賞者の皆様 特別講演の大越裕文様
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［協会だより］

�

2020年新年賀詞交歓会のご案内
　2020年の新年を迎えるに当たり、恒例の新年賀詞交歓会を１月24日（金）午後５時30分から、オークラ東
京　プレステージタワー７階　メイプルで開催いたします。
　年頭ご多忙の折ではございますが、万障お繰り合わせのうえご出席賜りますようお願い申し上げます。
　詳しくは12月上旬に郵送にてご案内申し上げます。
�

講習会等のご案内 企画中の講習会からご紹介します。

◉ 無料  港地区健康づくり研究会
　１月28日（火）
　�　「三田健康づくり研究会」は、三田労働基準監督署の指導のもと健康・快適な職場づくり、職場の生産
性の向上を目指し各種の活動を行っています。研究会では働く人の健康啓発の重要性を考えていただくた
めの企画を検討しておりますので、多数ご参加ください。
◉ 無料  衛生管理者等支援講習会
　２月４日（火）
　�　一般定期健康診断の結果によれば、何らかの所見を有する労働者の割合は増加を続けており、仕事や職
場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる割合や業務によるストレスなどにより精神障害を発症
する事案も増加しています。このような状況を改善し、労働者の健康の確保、増進を図るために、産業医・
衛生管理者等の産業保健スタッフが中核となって、実効性のある労働衛生対策に積極的に取り組むことが
必要であり、そのアドバイスを専門家が講義します。
◉ 年度替わり時期に必要な労働関係手続きを学ぶ
　２月13日（木）
　�　年度替わりは人事異動の時期であり、また労働基準法等に定める各種手続の更新・実施の時期でもあり
ます。改正労働基準法では、令和２年４月１日から中小企業でも時間外労働の上限規制が適用となり、36
協定も新様式での届出が必要です。３〜４月に集中する労働関係の手続などを法改正に対応して専門家が
解説します。

　有期事業場賞　コーナン建設株式会社東京支社
　　　　　　　　（仮称）港区白金台二丁目計画
　有期事業場賞　株式会社竹中工務店東京本社
　　　　　　　　日本電波塔展望台EV・外装更新工事第Ⅱ期工事
　個人賞　東　　直樹　三田署管内大規模建設現場災害防止協議会　代表幹事
　個人賞　小柴　和彦　建災防東京支部港分会　安全指導者
　個人賞　田丸　大輔　一般社団法人三田労働基準協会　理事・副会長

●安全標語
　糸井　洋平　新菱冷熱工業株式会社　LDS東京宗教施設プロジェクト作業所
　　「一つ一つの指差呼称　ゆるんだ気持ちを引き締めて　あなたの配慮が防ぐ事故」

�

〈新入会員のご紹介〉	 前号以降にご入会された会員の皆様です。よろしくお願いいたします。

事　業　場　名 所　在　地 業　　　種

㈱ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング 東京都港区麻布台2-3-5 IT

ONEデザインズ㈱ 東京都港区新橋6-17-15 設計事務所
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一般社団法人　労働保健協会

http://www.roudouhokenkyoukai.or.jp/

東京都板橋区南町 9番 11 号

心のふれあう健康サービスを目指して

一人ひとりに広く、深く。

トータルに健康をサポートしています。
1. 法定健康診断 ( 巡回健診 )
2. 生活習慣病健康診断
3. 特殊健康診断
4. 肺がん・大腸がん検診
5. 骨密度測定
6. 全国ネットワーク健診
7. 医療機関紹介
8. 健康管理のご相談
9. 郵送子宮頸がん検査

TEL： 03-3530-2132
Fax： 03-3530-2149

健康のご相談・お問い合わせは


